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 現状と課題  
道民や児童生徒の認知度は高まってきているものの、性別や年齢等によ

ってその状況は一様ではありません。 
 

また、自身が家族を介護する ｢可能性は全くない｣ と考える人が増え、

認知度において「内容まで理解していない」とする層にその割合が高い傾

向にあります。 
 

ケアラー支援は、道、市町村、道民、事業者、関係機関及び支援団体が

相互に連携し、地域社会全体で行われることが重要であり、それぞれの果

たすべき役割や支援の重要性について啓発していくことが欠かせません。 
  

 基本的な考え方  
家族介護の考え方や受け止め方が様々ある中、ケアを負担に感じたり、

自分らしい暮らしを送ることができなくなる場合がある点を課題として、

ケアラーを支援していきます。 
 

個々のケアラーの負担感や課題感は様々であることを念頭に、その置か

れた状況や立場などを道民が広く認知し、理解を深めていくことで、社会

からの孤立を防ぎ、本人とその家族が安心して暮らすことができる環境づ

くりにつなげるため、引き続き次のメッセージを主題と位置付けます。 

 

 
   

ケアラーが置かれている状況及びケアラー支援に関する

適切な理解を促進していくほか、これまでの普及啓発の取

組が十分に届いていない道民に対し、ケアラーとなる可能

性を我が事として感じられるように効果的なアプローチを

図っていきます。 
 

併せて、事業者、関係機関及び支援団体に対する各々の

役割についても啓発を推進していきます。 
  

 具体的取組  
こうした現状と課題を踏まえ、道では、次の①及び②に取り組むことで、

普及啓発を促進していきます。 
 

取組①：「ケアラー支援推進月間」における集中啓発 
 

取組②：訴求対象別の広報啓発活動の展開 
 

１ 

５ ケアラーを支援するための具体的取組  

普及啓発の促進 
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取組①：「ケアラー支援推進月間」における集中啓発 
 

ケアラーに関する理解を広めていくため、一定の期間を定めた上で集中

的な広報や啓発活動を行うこととし、11月11日の「介護の日」と連動して、

毎年11月を「ケアラー支援推進月間」に位置付け、重点的な啓発活動を展

開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 
  

道のポータルサイトでは、条例や計画に基づく関連事業のほか、市町村

における好事例など、ケアラー支援に関する取組状況を一体的に掲載して

おり、こうした情報発信によって普及啓発を一層促進します。 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

道によるシンポジウムの開催はもとより、市町村や関係機関と連携した

各種イベントを実施するほか、デジタルサイネージを活用した広告、ホー

ムページへのバナーの掲載なども行っていきます。 
 

SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 １ ２ ３ ４ ５ 

11月 
 介護の日 

毎年11月は 

ケ アラー支援推進月間  

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/238460.html  
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取組②：訴求対象別の広報啓発活動の展開 
 

普及啓発は、道民にとって身近に感じられる場所や機会を通じて行うこ

とが最も効果的と考えられることから、ポータルサイトの充実はもとより、

認知度が低調であった若年層に対しては、親和性の高い動画による広告や

インスタグラム等のSNSでも広報を行うなど、幅広い世代にケアラーの存

在や支援の重要性について情報を発信していきます。 
 

さらに、市町村や関係機関のほか、道との包括連携協定などの民間協働

の枠組みにより事業者の理解と協力を得ながら、ポスター・リーフレット

の掲示や、ヤングケアラーについてはラジオ番組も活用するなど、普及啓

発の取組を展開します。 
 

また、ケアラー自身が悩みや負担を相談し、支援を求めることができる

仕組みへの理解を進めていくことも必要となります。 
 

事業者向けには、経済・労働分野の関係機関とも連携を図りながら、仕

事とケアを両立することを肯定的に評価し、応援していく意識を啓発して

いきます。 
 

関係機関及び支援団体とは、ケアラーを支援することはすなわち、その

世帯全体を支えることであるとの認識を共有するとともに、ケアラーの存

在を「介護力」と捉え、それを前提としたサービスの利用調整を行うこと

などのないよう周知し、適切なサービス等の利用支援を行っていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訴求対象別の広報啓発活動のイメージ 

道や市町村と連携したケアラー支援 

 道民 

 事業者  関係機関・支援団体 

 従業員がケアラーである可能性を認識 

 勤務体制を定めるに当たっての配慮、

各種情報提供 

 日々ケアラーに関わることの認識 

 ケアラー本人の意向を踏まえつつ、

「介護力」に頼らない適切な支援 

 ケアラー支援の必要性を認識 

 安心して暮らせる地域づくり 
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(1) 家族介護に関する相談窓口の機能強化                 
 現状と課題  
ケアラーは長い時間をケアに費やすことで自分の時間を十分にとるこ

とができず、肉体的・精神的に疲弊し、心身の健康を損なったり、場合に

よっては介護に専念するために離職することで経済的な問題に直面する

など、多岐にわたる悩みを抱えています。  
ケアラーの支援ニーズが複雑化・複合化する中、高齢者・障がいのある

人・児童といった属性別の相談体制では制度の狭間にある課題への対応が

難しくなってきている一方、ケアラーの悩みや課題を把握するためのアセ

スメントを行っている相談支援機関は約４割という状況です。  

市町村における相談支援体制の構築や窓口の明確化、分野横断的な連

携・協議体制の整備は進んできた一方、道による実態調査では、多くのケ

アラーが「何でも相談できる」行政窓口など、相談や各種手続きの利便性

向上を希望していることが明らかとなりました。    
 基本的な考え方  

ケアラーの年齢や置かれた状況は様々であり、複雑化・複合化した支援

ニーズに対し、専門職が丁寧にアセスメントを行い、各分野の関係機関・

支援団体が連携して対応するなど、本人や世帯に寄り添った継続的な支援

を行うため、相談窓口の機能強化を推進していくことが必要です。  
また、ケアラー支援に携わる職員は多職種・多機関にわたるため、個別

支援の必要が生じてから協議の場を設けるのではなく、その枠組みをあら

かじめ設定して実効性を担保することが大切になります。  
具体的な設定方法については、地域ケア会議や要保護児童対策地域協議

会（要対協）などの既存の合議体を活用するか、新設することも考えられ

ますが、いずれの場合であっても、地域の実情に応じた各分野の横断的な

連携が適切に図られる体制整備に努めることが、地域全体でケアラーとそ

の家族を支えていく仕組みづくりにつながります。    
 具体的取組  
こうした現状と課題を踏まえ、道では、次の①から③に取り組むことで、

家族介護に関する相談窓口の機能を強化していきます。  
取組①：市町村における相談窓口の明確化と機能強化の推進  
取組②：ケアラー支援の担い手となる職員向け研修の実施  
取組③：アセスメントによる状況把握の促進 

２ ケアラーの早期発見及び相談の場の確保等 
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取組①：市町村における相談窓口の明確化と機能強化の推進 
 

ケアラーの支援ニーズを早期に把握し、必要な支援に結び付けていくた

めには、自発的に何でも相談しやすい環境づくりが重要であり、市町村や

関係機関における相談窓口の明確化と機能強化を図る取組を推進すると

ともに、道のポータルサイトでも市町村の相談窓口を一覧化します。 
 

平成30年(2018年)の社会福祉法改正に伴い市町村における包括的な支

援体制の整備が規定され、令和３年(2021年)の同法改正では「重層的支援

体制整備事業」の創設があり、相談支援・参加支援・地域づくりの３つの

支援によって、属性を問わない様々なニーズへの対応が求められています。 
 

実際の支援に当たっては、複数の機関・部署が横断的に関わっていくこ

とが求められますが、市町村や関係機関による連携体制は、自治体の人口

規模や社会資源の多寡などによって様々であり、共通の支援の型を定める

ことは現実的でなく、既存の体制や協議の場を有効に活用しつつ、各分野

の支援を組み合わせるなどして、事例ごとに対応していく必要があります。 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアラーとその家族からの相談【Ⅰ～Ⅲのいずれにおいても相談対応を行う場合がある】 

  支援の主な担い手 
 

制度上、家族への相談
対応が役割の一つに位
置付けられている機関 

Ⅱ   身近な関係機関 
 

日頃から当事者と関
わることが多いと考え
られる機関＿＿＿＿＿ 

Ⅰ   連携の推進役 
 

ケアラー支援に関す
る連携のあり方などを
牽引する基礎自治体＿ 

Ⅲ 

高齢者支援  

▶ 居宅介護支援事業所 
▶ 介護サービス事業所 

障がい者支援  

▶ 相談支援事業所 
▶ 障害福祉サービス事業所 

生活支援  

地域包括支援センター 

基幹相談支援センター 

💬 地域ケア会議 

連 
携 

💬 (自立支援)協議会 

生活困窮者自立相談支援機関 

▶ 市町村社会福祉協議会 
▶ 民生委員・児童委員 

💬 支援会議 
関係課が庁内横断的に

連携し、地域全体でケア

ラーとその家族を支える

仕組みづくりを推進。 

児童支援  保健センター 

▶ 学校、教育関係機関 
▶ 放課後児童クラブ 

💬 要対協※ 

支援団体  
個別ケースや地域課題に 

関する既存の合議体を活用 

 

▶ 町内会、家族会 
▶ NPO、ボランティア 

高齢者福祉担当課  

障がい福祉担当課 

困窮者支援担当課 

児 童 福 祉 担 当 課 

教 育 委 員 会  等 

市町村 

調整・推進 

  Ⅰの「関係機関」とは、業務を

通じて日常的にケアラーに関わ

る可能性がある機関を指し、医療

機関や薬局等も含まれる。 

※ 要保護児童対策地域協議会 
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【取組例】道内市町村における先駆的な事例                
 ケアラー支援の全国トップリーダー：栗山町  
空知総合振興局管内の栗山町は、平成22年(2010年)にケアラー実態調査

を実施して以降、令和３年(2021年)に全国初の市町村によるケアラー支援

条例を制定したほか、15年に及ぶ支援の取組を進めてきました。  
町では、包括的な相談支援体制の構築

に向け、情報の一元化を行い、町社会福祉

協議会や町内介護事業所等の関係機関と

のネットワークを強化に努め、各分野の

専門職により構成される重層的支援会議

を開催するなど、チームとして個別支援

を行う仕組みを整備しました。  
まちなかケアラーズカフェ「サンタの

笑顔」は、支える側・支えられる側双方に

とっての「つどいの場」であり、様々なイ

ベントを行うほか、町社会福祉協議会が

ケアラー支援の活動拠点として「ケアラ

ー支援室」をカフェ内に設置し、ケアラー

やその家族が気軽に相談できるよう、ケ

アラー支援専門員（スマイルサポーター）

を配置しています。  
ケアラー支援専門員は、ケアラーから

の相談を受けるのと併せて、傾聴活動を

行うケアラーサポーターとともに、ケア

ラーを含む世帯の生活全体を支援するた

め、自宅訪問によるアウトリーチ活動を

行っています。  
その中で得た情報をもとにケアラーの

心身の状況を把握することを目的とした

ケアラーアセスメントを実施し、ケアラ

ーの悩みごとや困りごと等の生活課題を

「見える化」することで、各支援機関につ

なぎ、連携しながらケアラー支援を進め

ています。 

まちなかケアラーズカフェ ｢サンタの笑顔｣ 

ケアラー支援専門員 (スマイルサポーター) 

｢サンタの笑顔｣ での介護学生交流 

ケアラー世帯へのアウトリーチ活動 
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 広域連携の取組：上川総合振興局管内23市町村  
上川総合振興局は、中核市である旭川市を含む23市町村で構成されます

が、人口減少の進行により、令和32年(2050年)には人口2,000人未満の自

治体が11町村になる見込みであり、また、自治体職員の採用も難しくなる

など、行政サービスの維持・確保が大きな課題になると考えられています。  

今後、加速化する人口減少に対応していくため、従前の手法にとらわれ

ることなく、管内市町村の連携により様々な課題に柔軟に対応できる体制

づくりが必要との考えから、令和７年(2025年)２月に管内各市町村長及び

上川総合振興局長を構成メンバーとする「上川管内地域連携・協創推進会

議」を設置しました。  
具体の方向性については部会で検討することとし、デジタル技術の活用

などを検討する「ＤＸ」、事務の共通化や人材確保の広域連携を検討する

「イノベーション」、公共施設の広域利用などを検討する「ファシリティ

マネジメント」の３つの検討部会を設置し、取組を進めています｡   

 

 

 

 

        
 ｢書かないワンストップ窓口｣ の推進：北見市  
北見市では、市民にわかりやすく、誰にもやさしい窓口サービスの実現

に向け、平成21年度(2009年度)の市総合計画に「市民サービスの向上」を

位置づけ、窓口業務の改善に順次取り組んでいます。 
 

平成28年(2016年)に｢窓口支援システム｣の本格運用を開始し､保健福祉

分野でもライフイベント（出生・転入等）を起点としたワンストップ対応

（手続きのまとめ受付）を拡大していきました｡  
令和３年(2020年)の新庁舎移転後には、新た

なワンストップ対応を増やしたこともあり、市

民目線ではより手続きや待ち時間の短縮、窓口

の移動回数や何度も同じことを書く手間の削減

になったほか、受付業務の集約による効率化に

より、専門業務に集中できるなど、働く職員側にもメリットがあります。 

検 討 部 会 テ ー マ 主 な 内 容 

Ｄ Ｘ 
(デジタルトランスフォーメーション) 

✓ デジタル人材の育成・共有  
✓ デジタル技術の活用 

イノベーション 
✓ 事務共通化・職員の共同活用  
✓ 人材確保業務の広域連携 

ファシリティマネジメント ✓ 公共施設の広域利用・共同設置 
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取組②：ケアラー支援の担い手となる職員向け研修の実施 
 

ケアラー支援の視点や要支援ケースを把握するポイント、相談対応上の

配慮事項、効果的な支援方法などを地域に広く浸透させるためには、支援

に携わる職員を対象とした研修の実施を推進していくことが重要です。 
 

多くのケアラーが「相談できる人や場所」を求めている状況を踏まえ、

道では、適切な相談対応と効果的な支援が行われるよう、ケアラー支援の

担い手となる市町村や関係機関等の職員を対象とした研修を実施してい

きます。 
 

これまでの研修受講者についても、資質向上のためのスキルアップ研修

を実施するなど、継続的なサポートを行っていきます。 
 

研修は、ケアラーの年齢や受講者の所属・職種等に応じて、次のような

体系としていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアラー支援の担い手となる職員 

連携 

 

受講者の所属・職種等に応じた研修により、適切な相談対応と効果的な支援の実現

を推進するとともに、修了者を｢ケアラーサポーター｣として認定し、認定証等を交付。 

 

 行政職員（保健福祉分野） 

 

 地域包括支援センター、社協職員等 

ケアラー（全般）関係 １ 

市 町 村 

関係機関 

相談機関 

 ケアマネジャー、相談支援専門員等 

支 援 者 

 民生委員・児童委員、医療従事者等 

 行政職員（児童福祉・教育分野） 

 

 児童相談所、児童福祉施設職員等 

ヤングケアラー関係 ２ 

市 町 村 

関係機関 

教育機関 

 学校教職員等 

支 援 者 

 民生委員・児童委員、児童指導員等 

相互にいずれ 

の受講も可能 

 北海道保健福祉部 

地 域 福 祉 担 当 課  

障がい福祉担当課  

高齢者福祉担当課   

 北海道教育委員会 
 

 北海道保健福祉部 

 児童福祉担当課 
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取組③：アセスメントによる状況把握の促進 
 

ケアラーは、自身がケアラーであることの自覚がないことも少なくない

ほか、声かけやヒアリングを行っても、自分のことは二の次として、自身

のことを尋ねられるとは思っていない傾向が見られます。 
 

同時に、「頑張っていることを誰かに気づいてほしい」「認めてもらいた

い」という気持ちを持ち合わせていることも多く、アセスメントの場面で

は、「ケアしているあなたのことも心配している」「あなたが悩んでいるこ

とについても教えてほしい」というメッセージを伝えることが大切です。 
 

支援に携わる関係機関の職員が、ケアラーの抱える悩みや負担感に目を

向け、いち早く気づくことで、支援の要否を検討するきっかけをつくると

ともに、ケアラーも自分自身の生活を振り返るきっかけを持つことを目的

として、アセスメントを行うことが重要です。 
 

北海道社会福祉協議会が設置した「ケアラー支援推進センター」では、

ケアラーを支える人材育成などを中心とした事業を展開しており、その一

環として開発した「ケアラー支援アセスメントツール」には、２種類のシ

ートがあり、それらの活用を促進していきます。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

「支援者向けチェックシート」において、「客観的ケアラー度」が高い

にも関わらず本人が負担に感じていない場合や、本人が負担を強く感じて

いる場合には、特に注意を払います。 
 

このシートは、支援に当たって世帯全体の状況を把握する際や、関係機

関への情報提供、支援方針の共有を行う場面で活用されることが期待され

ます。 
 

｢ケアラー支援アセスメントツール｣ の概要 

｢主観的ケアラー度｣と｢客観的ケアラー度｣の比較により、ケアラーの主観的

な受け止めと、支援者による客観的な評価に大きな乖離がないか確認する。 

 《客観》支援者向けチェックシート 

 

 《主観》くらしの見える化シート 

 ケアラー本人と支援者が一緒に書
き込むことで、ケアラーの生活状況・
負担状況を客観的に「見える化」する
ためのシート 

ケアラーに関わる支援者が、支援の
必要性の検討に当たり、定期的（四半
期～半期に一度程度）なアセスメント
を行うためのシート 
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(2) 多様なケアラーへの支援                       
 現状と課題  
認知症の人や医療的ケア児、難病患者など、ケアラーが支える家族の心

身の状況は様々であり、介護や援助を要する程度のほか、ケアラーが抱え

る悩みや負担も、その年齢や家庭環境などによって個々に異なります。 
 

子育てと介護のダブルケアを行っている方は、特に身体的・精神的負担

が大きく、育児や仕事への影響なども少なくありません。 
 

課題が複合化しやすいことにより、制度の狭間に陥るケースや、「他人

に知られたくない」という家族介護の性質上、相談窓口につながりにくく、

孤立化してしまう傾向にあります。 
  

 基本的な考え方  
認知症や難病など、ケアを必要とする方の状態によって、ケアラーが持

つ負担感も様々であるほか、ケアラーそれぞれの意向も尊重する必要があ

り、早期の介入が必要な世帯のみならず、当面は見守り支援を中心とする

ことが妥当と判断される世帯もあります。 
 

また、ダブルケアラーへの支援に当たっては、子ども・子育て支援法に

基づく子育て一般施策との緊密な連携を図ることも必要です。 
 

ケアラーへの支援は、こうした個別性を踏まえた上で、世帯状況に応じ

た適切な方法・内容によって行うことが求められます。 

 

 

 

 

 

 
   

 具体的取組  
こうした現状と課題を踏まえ、道では、次の①から④に取り組むことで、

多様なケアラーを支援していきます。 
 

取組①：認知症の人を支えるケアラー 
 

取組②：難病患者を支えるケアラー 
 

取組③：医療的ケア児を支えるケアラー 
 

取組④：子育てと介護のダブルケアラー 

 

 

 負担がない・小さい 

 やや負担に感じる 

 生活面や健康面に影響がある 

 仕事や学業ができない 

軽 

ケアラー 介護等に関する悩みや負担 

重 

 

 

 当面は見守り支援で可 

 相談対応が必要 

 具体的な支援の開始が必要 

 直ちに介入が必要 

関係機関 支援の方法・内容 

弱 

強 

世帯に応じた 

対 応 の 検 討 

考え方 
の一例 
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取組①：認知症の人を支えるケアラー 
 

認知症とは、様々な病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、

記憶や判断力などの認知機能が低下して、社会生活に支障を来した状態を

いい、65歳未満で発症する認知症は「若年性認知症」と呼ばれ、発症時に

仕事で責任ある役職に就いていたり、子育て期間中であったりするなど、

家庭への影響もより大きい傾向にあります。 
 

認知症の人を支えるケアラーは、認知症の人の感情コントロールも担っ

ていることが多く、その行動の理解や対応に困難を感じ、将来起こるかも

しれない介護上の課題に不安を持つことも少なくなく、「目が離せず気が

休まらない」「非難されたり拒否されたりすることがつらい」という声が

多く聞かれます。 
 

認知症に関する理解を深めるための普及啓発はもとより、ケアラーの社

会参加の機会を確保するとともに、家族の会や認知症カフェの運営による

ピアサポートを実施します。 
 

また、北海道認知症コールセンターでは、認知症介護の経験を有する相

談員が電話相談を受けるなど、相談支援体制の整備を行っていきます。 
 
 

 

 

 

 
   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

💬 認知症と思われる症状が見られる 

💬 適切な対応方法が分からない 

💬 肉体的・精神的な疲労がある 

💬 離れて暮らす両親のことが心配 など 
認知症の人を 

支える家族 

認知症に 

関する様々な 

家 族 の 相 談 

北海道認知症コールセンター 家族の会 

による運営 

センター 

の 役 割 

家族からの相談に寄り添い、ケアラーが抱える課題を整理 

認知症への対応に関する基礎知識を伝える 

介護保険制度や各種サービスなどの使い方について情報を提供 

認知症の人を支える家族の会では、電話による相談受付のほか、来所による
相談、会報の発行、情報交換・交流の場の提供や講演会を開催するなどして、
当事者とその家族が孤立しないための活動の中心的な役割を担う。 

  

※ 胆振総合振興局管内の白老町が、令和７年(2025年)10月１日に「白老町認知症と共に生きる希望条例」

を施行するなど、道内でも認知症の人とその家族が安心して暮らせるまちづくりの動きが進んでいます。 
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取組②：難病患者を支えるケアラー 
 

難病とは、発病の機構が明らかでなく、治療法が確立していない希少な

疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とす

る疾病です。そのうち、医療費助成の対象となる疾病については、令和７

年(2025年)４月に348疾病に拡大されています。  

難病患者や家族への相談・援助、難病に関する正しい知識の普及啓発の

ほか、難病患者の団体の育成や支援、交流サロンの開催等を行っている北

海道難病連の活動を支援します。 
 

北海道難病連が運営する北海道難病センターでは、遠方から通院する方

のための宿泊設備を有するほか、医療や日常生活に関する相談支援や研修

を実施することで、難病に対する不安解消など、肉体的・精神的な負担の

軽減を図ります。 
 

また、長期にわたり療養を必要とする小児慢性特定疾病児童やその家族

に対しては、その相談に対応する小児慢性特定疾病児童等自立支援員を配

置し、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整など、対象児童等

の健全育成や自立を促進します。 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 各種相談 

…療養生活、医療福祉制度、患者会、福祉機器などに関する相談対応を実施 

２ 児童相談 
…療養生活、学校生活などに関する相談対応を実施 

３ 就労相談・支援 
…関係機関と連携した相談対応を実施 

４ 患者家族会活動の支援 
…患者団体室を備えるなど、各種活動を支援 

５ 医療講演会等 

…難病に関する講演会や相談会の開催により難病への理解を広げるほか、患者
家族交流会を開催 

６ 情報発信・啓発 
…ホームページやインスタグラムによる難病情報や患者家族会の医療講演会
などの情報を発信 

北海道難病センターの主な取組 
北海道難病連 

による運営  

※ 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に係る札幌市、旭川市及び函館市にお住まいの方の相談窓口

は、< https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tokusitu/jiritsushien.html > を参照 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tokusitu/jiritsushien.html
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取組③：医療的ケア児を支えるケアラー 
 

医療的ケアとは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行

為をいい、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受け

ることが不可欠である児童のことを「医療的ケア児」といいます。 
 

医療的ケア児については、多機関にまたがる支援の調整が重要になるこ

となどから、その支援が学齢期から成人期まで円滑に引き継がれるよう、

切れ目のない相談支援体制を構築することが求められます。 
 

令和３年(2021年)には「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関す

る法律」（医療的ケア児支援法）が施行され、医療的ケア児及びその家族

への支援を実施することが国及び自治体の責務として定められました。 
 

専門的・包括的な支援を展開していくに当たっては、各圏域や市町村に

おける協議の場の設置を進めるなど、市町村に対し技術的助言等を行って

いきます。 
 

道では、医療的ケア児とその家族を支援するため、令和４年(2022年)に

「北海道医療的ケア児等支援センター」を設置し、家族や市町村等からの

医療的ケア児に関する様々な相談に対応しています。 
 

また、地域における保健・医療・福祉・保育・教育・労働など、幅広い

関連分野の支援を総合的に調整する「医療的ケア児等コーディネーター」

を全市町村に配置できるよう人材の養成を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

医療的ケア児を支える家族への支援に関する取組概要 

 医療的ケアのある 

子どもとその家族 

医療的ケアに 

関する様々な 

家 族 の 相 談  

北海道医療的ケア児等支援センター 

💬 どこに相談すればよいかわからない 

💬 ケアの負担が大きい 

💬 緊急時の預け先がない 

💬 仕事と育児を両立させたい など 

 家族からの相談への対応、活用可能な

資源の紹介、情報提供や助言等 

 市町村等からの相談対応、地域におけ

る支援ニーズの共有、好事例の発信等 

 関係職員（地域の医療的ケア児等コー

ディネーター）向け研修の実施 

★支援を総合的に調整する医療的ケア児等コーディネーターを配置し、家族等からの

相談支援に関する「情報の集約点」になるとともに、保健・医療・福祉・教育などの

多分野にわたる支援の調整に当該センターが中心的な役割を担う。 
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取組④：子育てと介護のダブルケアラー 
 

ダブルケアとは、子育てと親の介護が同時期に発生する状態で、責任や

負担が複合化する傾向にあり、晩婚化や核家族化の進展などにより、直面

する方の増加が見込まれます。 
 

道による実態調査では、自分のための時間を取れていない傾向がより強

く見られ、肉体的・精神的な疲労に加え、ケアと仕事の両立や、経済的な

不安に悩んでいることが浮き彫りとなっています。 
 

ダブルケアでは、育児・介護・自身の生活の３つの間で時間や費用をど

う振り分けるかについて葛藤があるほか、どれを優先し、何を犠牲とする

かの判断が日常的に続いたり、子育てを十分に行えていないのではないか

という不安感なども発生しやすい状況です。 
 

子育てをしている保護者が、親子で気軽に集い、子どもとのよりよい関

わり方を学びながら日常の子育ての不安や悩みを相談できる場の提供な

どを行う地域子育て拠点について、実施主体である市町村に対し設置促進

の働きかけを行います。 
 

また、この事業に従事する関係職員に対して、実践的な研修を実施する

ことで相談援助技術の向上を図るなど、身近な地域における子育てを支援

していきます。 
 

併せて、妊産婦や保護者がケアを担っている状態であることを把握した

場合には、関係機関が連携し、適切な支援を行う包括的な支援体制の構築

を推進します。 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子育て支援拠点の基本事業 

 ❶ 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

 ❷ 子育て等に関する相談・援助の実施 

 ❸ 地域の子育て関連情報の提供 

 ❹ 子育て・子育て支援に関する月１回以上の講習等 

★ 更なる支援として、
一時預かりの実施や
出張拠点を開設する
など、それぞれの市町
村の子育てニーズに
応じた取組を展開。 
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【取組例】支援団体による様々な活動                   
 医療的ケア児を支えるケアラーへの支援①：NPO法人Solways  
NPO法人Solways（ソルウェイズ）は、医療的ケアのある重症心身障が

い児を在宅で介護している保護者が集まり、子どもたちの居場所を作りた

いという思いから、平成29年(2017年)に立ち上げた団体です。 
 

同団体は、令和４年(2022年)から「北海道で暮らす医療的ケア児の未来

を拓くプロジェクト」(通称：いけプロ) をスタートさせ、その一環として

令和７年(2025年)には、医療的ケア児に対応した医療機関や短期入所施設

などを併設した複合型施設である、こども未来支援拠点「あいのカタチ」

を石狩市に開所しました。 
   

 医療的ケア児を支えるケアラーへの支援②：Team Dosanco  
Team Dosanco (チーム･どさんこ) は、令和３年(2021年)に全国医療的

ケアライン (アイライン) が設立されたことを契機として、北海道の会員

団体として組織され、道内各地に会員がいます。 
 

同団体では、家族同士の交流会・勉強会や情報交換を行うほか、写真展

を共催するなど、支える人をサポートする仕組みづくりのため、「知って

もらう」ことを第一歩として活動を展開しています。 
   

 子育てと介護のダブルケアラーへの支援：Ka.ELLE  
Ka.ELLE (カ･エル) は、「介護と子育てにがんばるあなたが気楽になれ

る場所」をコンセプトとして、介護と子育てのダブルケアを15年にわたり

担ってきた代表が、自身の経験が役立つと考え、平成29年(2017年)に設立

した団体です。 
 

同団体は、全国の支援団体と連携し、ダブルケア実行委員会を立ち上げ、

２月２日を「ダブルケアの日」、２月を「ダブルケア月間」として普及活

動を展開するほか、「全国ダブルケア支援者MAP」を作成するなど、支援

の輪を広げています。 

 

このほか、ひきこもり当事者やその家族を支援する「北海道ひきこもり

成年相談センター」や、精神障がいのある人やその家族に対して専門的な

相談対応を行う｢精神障がい者家族相談員｣をはじめ､道では精神保健福祉

センターや各保健所においても相談支援を実施するなど、多様なケアラー

への支援を進めています。 
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(3) ヤングケアラーへの支援                       
 現状と課題  
ヤングケアラーは、責任や負担の重さにより、学業や友人関係に影響が

生じるケースがあるにもかかわらず、本人や家族に自覚がないといった理

由から、支援が必要であっても表面化しにくくなっています。 
 

そのため、福祉や医療、教育等の幅広い関係者が情報共有・連携の上、

早期に把握し、子どもの意向に寄り添いながら、必要な支援につなげてい

く必要があります。 
 

 基本的な考え方  
自発的な相談がしやすい環境づくりや相談窓口の明確化のほか、個々の

世帯状況に応じて関係機関が適切に連携しながら支援を行うことが必要

となります。 
 

ヤングケアラーへの支援に当たっては、子どもの権利擁護と利益尊重の

観点から、自らの意見を表明し、その意見が支援に反映される環境の整備

を図ることが不可欠です。 
 

条例においては18歳未満のケアラーをヤングケアラーと定義していま

すが、進学や就職の選択など、自立に向けた重要な移行期を含む若者期を

切れ目なく支えるという観点から、おおむね30歳未満を支援対象とすると

ともに、状況などに応じて40歳未満も対象とします。 
 

支援対象であるかの判断を行うに当たっては、その範囲を狭めることの

ないように十分留意し、一人ひとりの子ども・若者の客観的な状況と主観

的な受け止め等を踏まえながら、その最善の利益の観点から、個別に判断

していきます。 
 

 具体的取組  
こうした現状と課題を踏まえ、道では、次の①から③に取り組むことで、

ヤングケアラーを支援していきます。 
 

取組①：学校に対する相談体制の理解促進 
 

取組②：児童生徒の相談窓口の認知度向上 
 

取組③：ヤングケアラーの相談機会の充実  
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取組①：学校に対する相談体制の理解促進 
 

児童生徒にとって最も身近な関係機関である学校において、教職員等が

家庭内のケアに関する悩みや負担に気づいた場合、学校が行政に連絡・相

談しようとしたときに、支援につなぐ機会を逸することのないよう、学校

をはじめとする教育機関と行政の福祉分野が互いに連絡・連携できる関係

を構築しておくことが大切です。  
道では、教育機関等において適切な相談対応と効果的な支援が行われる

よう、ヤングケアラー支援の視点や要支援ケースを把握するポイント、相

談対応上の配慮事項、効果的な支援方法などについて、教職員等を対象と

した研修を行ってきたほか、道の教育委員会では、市町村や学校の希望を

踏まえてスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーを学校に

配置・派遣するほか、関係機関による協議会の開催などを通じ、学校と行

政との連携体制を強化してきたところです。  
また､道では､地域の関係機関から相談･依頼を受け､適切な支援やサー

ビスへのつなぎを担う調整役となる「ヤングケアラーコーディネーター」

を令和４年(2022年)から全道８か所に配置しています。  
ヤングケアラーコーディネーターについては、学校における認知は進ん

だ一方で、活用したことがない学校の割合は９割を超えており、コーディ

ネーター側からの役割や支援内容に関する周知等が十分ではなかった面

もあることから、これまでの活用事例を横展開するほか、児童生徒の認知

向上や相談先の周知を目的とした出前講座を拡充するなどして、学校での

活用を促進させるとともに、ヤングケアラーに関する教職員や児童生徒の

理解と相談の前段階にある児童生徒の自認を促します。  
 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 
 
 
 
 
 

地 域 の 

関係機関 

や支援者 

学校等の 

教育機関 
市町村 

教育委員会 

児童相談所 

包括センター等※ 

関係事業所 

相談窓口 

 関係機関からの相談に対する助言 
 適切な支援やサービスへのつなぎ 

 

 

 

 

 
 

適切な支援につなぐ 

ための調整や連携等 

家 庭 内 の  
介護や援助  
に 関 す る  
相談・依頼 

ヤングケアラー 
コーディネーター 
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取組②：児童生徒の相談窓口の認知度向上 
 

支援が必要なヤングケアラーを発見・把握し、適切な支援やサービスに

つなげるためには、児童生徒自身による自発的な相談を契機とすることが

重要であるため、道では児童生徒がいつでも気軽に相談できる専門相談窓

口として、令和４年(2022年)に開設した「北海道ヤングケアラー相談サポ

ートセンター」（通称：ヤンサポ）を中心に、表面化しづらい支援ニーズ

の把握と相談援助の取組を進めてきましたが、令和７年度(2025年度)に実

施した道による実態調査の結果、ヤンサポの認知度は小学生で18.5％、中

高生で35.5％と半数に満たないことが分かりました。 
 

ヤンサポの周知については、これまでも児童生徒に周知カードを配布す

るなどしてきましたが、今後は配布対象学年を拡大するなどして、更なる

認知度の向上を図ります。 
 

加えて、支援を得るためにはどこの窓口に相談すればよいのかといった

情報をあらかじめ周知しておくことが必要であるため、支援ニーズが早期

に把握されるよう、市町村や関係機関等における相談窓口の明確化に係る

取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

来所相談のみならず、電話やｅメール、SNSなど、個々の

事情に合った多様な方法で連絡・相談が可能。 

 児童生徒への相談実績があり、ヤングケアラー支援の知見を有する職員が対応 

北海道ヤングケアラー相談サポートセンター 
法人・団体等に 

委 託 し て 実 施 

電話・SMS 

eメール 

LINE など 

Facebook 
 

活用しやすい 

連 絡 方 法 を 

各 々 が 選 択 

 悩みや負担を抱えるヤングケアラー 
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取組③：ヤングケアラーの相談機会の充実 
 

令和７年度(2025年度)に実施した道による実態調査の結果、家族のケア

の悩みを相談したことがない者の割合は、小学生で76.9％、中高生で

82.7％となっています。 
 

ヤングケアラー本人からの相談が少ない理由として、自身が担っている

ケアを日常的なものと認識し、その負担を自覚していない場合や、ケアを

担っていることを周囲に知られたくないという気持ちを抱えている場合

などが考えられます。 
 

ケアの悩みを相談できずに、児童生徒が孤立感や負担を抱えていること

が懸念されることから、孤立防止や負担軽減のために当事者間の交流の場

を提供するなど、ピアサポートによる相談機会の充実に努めます。 
 

また、こうした状況下で、子どもや家族に関わる周囲の大人が、子ども

の状況変化や違和感に気づくためには、関係機関や地域による把握の取組、

市町村における現状把握が効果的である旨を周知するなどして、当該取組

を促進します。 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

家族の介護や家事を担っているヤングケアラーが気軽に訪れ、打ち解けて

話すことができるよう、ヤングケアラー同士が悩みや経験を共有できる交流

の場を設ける。 

家 族 学 校 市町村窓口 

（相談先の例） 

＋ 当事者交流（ピアサポート）の場の提供 
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【取組例】ヤングケアラーに寄り添った支援                
 道内トップランナー：一般社団法人北海道ケアラーズ  
平成27年(2015年)に江別市において、ケアラーが心を開き、家族のこと

や家族のケアのことを何でも話せる場をつくることを目的として、前身 

となる当事者団体「えべつケアラーズ」が結成され、令和６年(2024年)に

法人化し、「一般社団法人北海道ケアラーズ」となりました。 
 

現在も江別市を拠点としつつ、その活動範囲は全道に及び、これまで道

のヤングケアラー支援体制強化事業を受託するほか、学校に出向き、児童

生徒・教職員向けの啓発講座や居場所の確保を目的としたヤングケアラー

カフェを各地で開催するなど、ヤングケアラー支援の道内トップランナー

といえます。 
 

自身もかつてケアラー当事者であった代表理事は、ヤングケアラー支援

のポイントは、「いかに平時に関係性を構築できるかが大切であり、支援

する側が圧倒的な味方でいることが欠かせない」一方、「あくまでも寄り

添いや助言であり、本人に意思決定してもらうことが必要」で、「傾聴や

相談支援の最終目的は自己覚知を促すこと」であると話します。 
 

現在はヤングケアラーにとどまらず、広くケアラーを対象として活動の

幅を広げており、全道各地において普及啓発を行うケアラーキャラバンや

ケアラーズカフェを開催するほか、市町村や関係機関向けのカフェ開設講

座も展開しています｡     
 ヤングケアラー支援に係る連携・協力に関する協定  
道では、令和６年(2024年)１月にFMラジオ放送を展開する株式会社 

エフエム北海道（AIR-G’）と、令和７年(2025年)３月に美容ディーラーで

ある株式会社菊地とそれぞれ、道内におけるヤングケアラー支援を推進す

ることを目的として、連携協定を締結しました。 
 

AIR-G’では、道内におけるヤングケアラー問題の周知と関連団体の広報、

パートナー企業との連携で実質的な支援をかたちづくることを目指した

「ひとりじゃないプロジェクト」を展開し、番組にはヤングケアラー支援

に携わる方々が出演し、メッセージを発信しています。 
 

また、株式会社菊地とは、ヤングケアラーへの美容を通じたサポートと

業界への架け橋をつくる「未来の美容師応援プロジェクト」を開始し、ヤ

ングケアラーと美容業界の未来を支える取組も展開しています。 
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(1) 地域住民同士が気に掛け合う関係性の再構築              
 現状と課題  
少子高齢化や核家族化のほか、未婚化・晩婚化などを背景とした単身世

帯の増加が進む中、地域社会を支える地縁や血縁といった人と人とのつな

がりは希薄化の一途を辿っており、「生きづらさ」や孤独・孤立を感じや

すい社会へと変化してきました。 
 

新型コロナウイルス感染症の影響もあって孤独・孤立の問題が一層深刻

化していることを受け、国では、令和６年(2024年)４月には「孤独・孤立

対策推進法」が施行され、国と自治体は、孤独・孤立に関する施策を総合

的に推進していくこととされました。 
 

特に、周囲の理解や協力が得られなかったり、「家族のことは家族で」

と考えるケアラーは、孤独・孤立の状態に陥りやすいと考えられ、最初は

小さな悩みや困りごとでも、それを一人で抱え込んでしまうことで複雑

化・深刻化する懸念があります。 
 

 基本的な考え方 
 

地域においてケアラーとその家族が安心して暮らすためには、ケアラー

が悩みや負担を周囲に相談しやすく、孤立を防ぐよう地域社会全体で支え

る視点が求められます。 
 

普段から福祉に携わっている方のみならず、地域住民が身の回りで悩み

を抱える人に対し、日常の何気ない場面での気づきや声かけをすることの

意識を醸成していくことが大切です。 
 

それにより、ケアラー自身も支援を求める声を上げやすくなり、地域で

相互に支え合う、人と人との「つながり」が生まれる社会環境づくりを目

指していきます。 
 

 具体的取組  
こうした現状と課題を踏まえ、道では、次の①から③に取り組むことで、

地域住民同士が気に掛け合う関係性の再構築を図ります。 
 

取組①：孤独・孤立対策の推進 
 

取組②：地域づくりの核となる人材の確保・養成 
 

取組③：介護者サロンやカフェなどの交流拠点の整備促進 

 

３ ケアラーを支援するための地域づくり 
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取組①：孤独・孤立対策の推進 
 

「孤独・孤立対策推進法」の成立を受け、道では、令和５年(2023年)に

全道域の「ほっかいどう孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」を立

ち上げたほか、令和６年度(2024年度)には、14振興局単位で地域のプラッ

トフォームを設置するなど、行政機関とNPO等支援団体が分野横断的に連

携し、支援団体の相談窓口に関する情報の一元化を図るなど、支援を必要

とする方が円滑に社会生活を営めるよう、各種の取組を進めています。 
 

毎年５月は、国が定める「孤独・孤立対策強化月間」であることから、

道でも、街頭大型ビジョンでの広報動画の放映やコンビニエンスストアに

おける店内放送など、啓発活動を行っていきます。 
 

様々な悩みを抱える方が自ら支援につながることができるよう、支援団

体の相談窓口に関する情報の一元化を図るなどの取組を進めるほか、孤

独・孤立の問題について知識を身につけ、身の回りの人に関心を持ち、で

きる範囲で困っている人をサポートする「つながりサポーター」の養成を

促進していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

孤独・孤立対策の取組概要 

 情報発信と道民理解の促進 

… 孤独・孤立をテーマとしたシンポジウムの開催、広報啓発など 

 孤独・孤立に関する実態把握 

… 道民一般を対象としたアンケート、民生委員や関係団体向けの調査を実施 

 協議の場の設置 

… 官民による連携基盤を構築 
 支援情報の一元化 

… ICTを活用した情報の集約・発信 

４ 

２ 

１ 

３ 

 行政（道、一部市町村） 

 社会福祉協議会 

 民生委員・児童委員 

 児童福祉関係団体 

 再犯防止支援機関 

 自殺予防関係団体 

 中間支援組織（NPO） 

 ひきこもり支援団体 

 ひとり親家庭支援団体 

 民間シンクタンク 

 民間シェルター 

法に定められる
「孤独・孤立対
策地域協議会」
の基礎となる合
議体 

★道と中間支援組織（NPO）との協働により、

困りごとの区分に応じて支援団体や相談窓

口を自動案内するナビゲーションツールの

情報量を充実させ、更なる普及展開を実施。 
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【取組例】地域の「みまもりあい」をサポートするアプリの開発・活用    
 一般社団法人セーフティネットリンケージ  
一般社団法人セーフティネットリンケージでは、スマートフォンアプリ

「みまもりあいアプリ」を活用し、認知症などにより家に帰れなくなった

高齢者や障がいのある方、迷子となった子どもを、地域の互助の力で早期

発見・保護につなげる「みまもりあいプロジェクト」を推進しています。 
 

高齢者等が行方不明になった際に、その家族等が「みまもりあいアプリ」

を使って、捜索対象者の写真や特徴などの捜索依頼情報を発信すると、最

大半径20ｋｍ圏内にいるアプリをダウンロードしている人（協力者）にそ

の情報が届き、捜索への協力を呼び掛けることができます。 
 

アプリをダウンロード※ するだけで誰でも協力者になることができ、 

行方不明者を発見した場合は、情報に記載された 

家族等の連絡先に電話することができます。 

※ アプリのダウンロード及び通信料を除く利用料は無料です。 
 

発見後、協力者にはお礼通知が配信され、捜索 

依頼情報は削除されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリダウンロード 
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取組②：地域づくりの核となる人材の確保・養成 
 

ケアラーを支えていくためには、行政のみならず、住民や民間事業者、

ボランティアなども含めた参加・協働が求められており、それぞれの地域

の構成員が合意形成を図りながら、互いに連携していくことができる地域

づくりの核となる人材の確保・養成が重要です。 
 

住民の身近な相談相手となり、行政や専門機関とのつなぎ役として地域

福祉の中心的な役割を果たす民生委員・児童委員に向けては、より円滑な

活動が行えるよう、総合的・計画的な研修を行います。 
 

また、道では、北海道社会福祉協議会と連携し、地域住民が孤立したり、

生活課題を抱えたときに支援を求める環境や発見・把握する仕組みづくり

のほか、関係機関との連携調整等を担う専門職であるコミュニティソーシ

ャルワーカーの養成に努めています。 
 

高齢者の支援ニーズや地域課題等を発見し、関係者間のネットワーク構

築を図る生活支援コーディネーターは、地域で支え合う体制づくりに欠か

せない存在であることから、その養成や資質向上を目的とした研修を開催

します。 
 

そのほか、元気で就労や地域への貢献意欲にあふれ、豊かな経験と知識

を持った「アクティブシニア」と呼ばれる高齢者に対し、地域の特色や個々

ニーズに応じた多彩な社会活動を紹介し、必要な知識を習得するセミナー

等を開催することで、外出支援や家事援助などの生活支援サービスの担い

手となってもらうとともに、本人の社会的役割や自己実現につなげること

ができるよう支援していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域づくりの視点を持って取り組む見守り活動の一例 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 地域住民向けの簡易な「気づき」チェックシート 

※ 厚生労働省「市町村・地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル」参照 

一人で家族のケアをしている 

家族のケア以外にも負担の大きな役割がある（仕事や子育てなど） 

ケアラー本人に病気や障がいがある 

家族が公的支援やサービスを利用していない（利用しようとしない） 

 家族のケアについて、どこにも相談していない 

疲れた様子に見える（疲れたとケアラー本人が言っている） 

項 目 の 
イメージ 
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取組③：介護者サロンやカフェなどの交流拠点の整備促進 
 

介護者サロンやカフェなどの交流拠点は、ケアラーとその家族にとって

は、当事者同士の出会いや地域住民とのつながりが創出され、新たな居場

所や外出の機会が確保されることで、孤立防止やケアの負担軽減を図るこ

とができるほか、地域住民にとっては、家族介護への偏見を軽減し、理解

を深める場となり、行政や関係機関等の支援者にとっては、多職種連携や

学びの場となるものです。 
 

ケアラーとその家族をそれぞれに支援するだけでなく、双方がともに参

加する場において、互いの思いを共有し、スタッフが仲介役となって関係

調整を行い、一体的に支援することが、良好な家族関係の維持に有効とさ

れています。 
 

実施主体は行政のみならず、当事者や住民、社協やNPO、民間などの様々

な個人や組織・団体等で取り組まれていることから、道では、既存の交流

拠点を活用する方法も含め、多様な取組事例を紹介するなどして、地域に

おける介護者カフェやサロンの整備を促進していきます。 
 

そのほか、高齢者や障がいのある人、子どもも含めて地域住民とともに

集い、互いに支え合う交流の場である「共生型地域福祉拠点」は、道内の

全市町村で設置されるよう推進しているところであり、関係機関や事業者

等とも連携し、様々な既存の地域資源も活用しつつ、誰もが利用しやすい

環境となるよう、引き続き整備を促します。 
 

また、ヤングケアラーの支援にあっては、児童生徒や18歳以上の若者ケ

アラーにとって、行政など公的機関への相談は心理的ハードルが高いとさ

れていることを踏まえ、よりアクセスしやすい方法として、オンラインサ

ロンなど当事者同士が気軽に話し合うことのできる居場所づくりを推進

していきます。 
 

なお、オンラインサロンの開催に当たっては、ケアラー支援の知見を有

するファシリテーターを配置するとともに、個々ケアラーの置かれた状況

や心情にも配慮した企画・情報を発信するなど、適切な運営体制の確保を

図るものとします。 
 

さらに、ケアラー本人が自らの思いを表出する「本人発信」に加え、主

体的に施策に関わる「本人参画」を進めることで、本人を起点とし、本人

の視点に立ちながらケアラー支援を展開していきます。 
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(2) ケアラーを支えるサービスの充実                   
 現状と課題  
人口減少が進む中、高齢者や障がいのある人などの日常生活を地域で支

えていくためには公的サービスの維持・充実が欠かせませんが、行政の人

材不足も顕在化しており、特に技術職にあっては、採用予定数を確保でき

ないといった事象も珍しくなく、専門人材の確保に困難が生じています。 
 

ケアラーを支援していくためには、制度の領域を越えた多様な主体との

連携・協働が必要ですが、市町村において支援の中核を主に担う福祉部局

においては、地方創生・まちづくり、商工・農林水産といった福祉以外の

分野と連携しているケースは多くありません。 
 

道では、市町村における実態把握の手法や支援体制の構築に向けた助言

等を行う地域アドバイザーを全二次地域福祉圏域に配置してきましたが、

これまでに活用した市町村は約３分の１にとどまっています。 
 

 基本的な考え方  
ケアラーは、制度の狭間にある課題や複数の課題が重なり合った複合的

なニーズを抱えていることも少なくなく、その負担を軽減するためには、

行政の支援や公的サービスを維持・充実していくことはもとより、地域住

民や福祉活動を担うボランティア、NPOなど、支援団体や民間事業者等が

各々の役割を持ち、主体的に地域の課題を把握した上で、その解決を試み

る仕組みづくりが大切です。 
 

特に、制度の狭間にある課題を解決しようとする場合、既存の制度では

十分でないことから、社会資源を開発していく姿勢が必要となるほか、す

でに地域にある資源や住民ができていることに気づき、それらを有効に活

用していくという姿勢も欠かせません。 
 

また、市町村へのアドバイザー派遣に当たっては、その活用事例や支援

効果を道からあらかじめ十分に発信することで、活用を促進していきます。 
 

 具体的取組  
こうした現状と課題を踏まえ、道では、次の①から③に取り組むことで、

ケアラーを支えるサービスの充実を図っていきます。 
 

取組①：民間事業者等と市町村の連携促進 
 

取組②：公的支援やサービスの活用促進 
 

取組③：支援体制を構築するための地域アドバイザー派遣 
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取組①：民間事業者等と市町村の連携促進 
 

これまでの「支え手」や「受け手」といった画一的な関係を超えて、支

援が必要な方も含め、誰もが役割を持ち、活躍することのできる地域共生

社会の実現に向けては、市町村が中心となりつつ、地域住民が一体となっ

て地域生活課題の解決に取り組んでいくことが必要です。 
 

その際、福祉や医療、教育などの専門機関や専門職がその専門性をより

発揮しつつ、民間事業者を含む多様な主体と連携し、それぞれの主体の強

みを生かして地域の様々な力を組み合わせることが重要になります。 
 

ケアラーを支援する場面においても、それぞれの置かれた状況に応じた

多様なアプローチが求められることから、柔軟な発想と手法で方策を考え

ることのできる民間事業者の役割は大きいといえます。 
 

一方、民間事業者は支援ニーズやサービスの需要量の把握が難しいほか、

市町村単位の行政区画を意識して事業を展開しているケースばかりでは

ないため、市町村やこうした多様な主体をつなげるためのキーパーソンと

の接点を持っていないことも少なくありません。 
 

多様な活動を行う民間事業者等との連携によって地域にどのような効

果をもたらすかを可視化していくことも重要であることから、道では、そ

うした連携を行う市町村の取組事例を横展開するなどして、取組の活性化

を図ります。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域に「よくあるケース」を検討することの重要性 

個別ケース 

特有の課題・専用の支援 

地域によくあるケース 

共通の課題・必要な支援 

民間事業者 

対象者が少ないため 

ビジネスとして成立しにくい 

地域課題・地域に多くあるニーズ 

であればビジネスも成立しやすい 
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【取組例】民間事業者の主導による地域の困りごと支援           
 ミーツ株式会社  
ミーツ株式会社は、胆振総合振興局管内の厚真町を中心に、少子高齢化・

過疎化・医療費増など様々な課題を「共助によるまちづくり」の仕組みで

解決することを目指し、共助型困りごと解決プラットフォーム「Meets 

Community」（以下、「ミーツ」という。）を運営しています。 
 

ミーツは、住民同士の助け合いを支えるサービスであり、電話やLINEを

通じて地域住民から寄せられる「医療機関等への送迎」「スマホの操作」

「雪かき・力仕事」「買い物のサポート」「庭の草取り」などの困りごとを

受け付け、それに応じて地域の「パートナー」と呼ばれる支援者とマッチ

ングを行うことで、困りごと解決をサポートしており、厚真町では全世帯

の１割がユーザーとなっています。 
 

また、地域住民の困りごとの情報をデータ化することで、自治体がより

実態に即した施策決定に活かすことができるよう、「地域共生社会DX」を

進めています。 
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取組②：公的支援やサービスの活用促進 
 

ケアラーが安心して暮らすことができる地域づくりに向けては、ケアに

かかる負担を軽減・解消することが必要であり、ケアラーとその家族の双

方について、一体的な支援を行っていくことが求められます。 
 

ケアラーの負担を軽減するための具体的な取組として、介護保険サービ

スなど、必要なときに利用できる施設や在宅サービスが不可欠であること

から、支援を必要としているにも関わらず、適切な医療・福祉のサービス

につながっていないケースに対する利用勧奨はもとより、将来を見据えた

需給バランスを精査しつつ、地域の実情に応じたサービス提供体制の確保

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

特別養護老人ホームやグループホームなどの住まいや、身近な地域に必

要な日中活動の場等の基盤整備の推進に当たっては、どこに暮らしていて

も必要なサービスが受けられるよう、地域間の均衡にも配慮することが必

要です。 
 

介護人材の確保に向けては、多様な人材の参入促進や働きやすい環境の

整備など、地域において必要とされる介護サービスが適切に提供されるよ

う、人材育成などの取組を総合的に推進していきます。 
 

また、法律や制度に基づくフォーマルな資源のほか、地域住民やNPO、

ボランティア団体などが提供するインフォーマルな資源のみならず、近所

付き合いや日常の生活の支え合いなどの「ナチュラルな資源」ともいえる

既存の地域資源を有効に活用していくことが欠かせません。 
 

特に、「ナチュラルな資源」については日常生活の一部として地域住民

や専門職も気づいていないケースも少なくないことから、住民相互で共有

できるような取組も有効です。 

サービス等を 

利用していない 
Ａ 

 支援に当たっての考え方 
ケアを必要とする家族 

のサービス等利用状況 
 

＊ いずれの場合も、ケアラーとその家族の

意向を尊重しながら進めることが重要。 

 必要とする支援内容に応じたサービス等

の利用勧奨＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ケアラーの「介護力」のみに頼らない適切

なサービス等の利用支援 

一定のサービス等を 

利用している 
B 
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【取組例】ノーリフティングケアの推進                  
 伊達市  
伊達市では、医療介護の担い手不足や病床数の減少、事業所の休止や閉

鎖が続いています。その大きな要因として、人力に頼る介助方法によって

腰痛などの健康被害が生じ、介護職員の休業や離職を余儀なくされたこと

が挙げられます。  

こうした課題を解決するため、ノーリフティングの概念に基づく労働安

全衛生対策の見直しによる安全な職場づくりや「持ち上げない・抱え上げ

ない・引きずらない」を合言葉に福祉用具や機器を活用するノーリフティ

ングケアの導入を進めています。  
これは、医療・介護を行う人と受ける人の双方にとって、心身への負担

を軽減し、健やかでやさしいケアを実現する取組です。  
その一環として、市民向けの「ノーリフティング体験展示会」や「常設

機器展示・体験」、医療・介護従事者向けの「マネジメント研修」等を開催

し、理解と実践の輪を広げています。  

快適で安全なケアを受けられる環境を整えることは、住み慣れた地域で

安心して暮らし続けるために欠かせない取組であり､伊達市では､「みんな

にやさしい医療・介護ケアを行うまち」を目指し、ノーリフティング及び

ノーリフティングケアの普及を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ケアされる側の主なメリット 

 

 ケアする側の主なメリット 

 持ち上げるといった負担の大きい
動作がなくなることで、腰痛をはじめ
とする身体の不調がなくなり、医療・
介護ケアを続けることができる。 

ケガ防止のほか、移動や移乗が楽に
行えることで意欲が向上したり行動
範囲が広がったりすることで、自立に
向かいやすい。 
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取組③：支援体制を構築するための地域アドバイザー派遣 
 

ケアラーを支援するための地域づくりは、身近な市町村が中心となって

行うことが望まれますが、ケアラーの実態や活用可能な社会資源は地域に

よって様々であることから、行政のみならず、関係機関及び支援団体等も

含めて包括的な支援の仕組みを構築していくことが大切です。 
 

こうした地域づくりの取組を適切に進めていくに当たっては、地域特性

や課題などを踏まえて、ケアラー支援に関する知識と技術を有する支援者

による働きかけを行うことが効果的です。 
 

道では、支援体制の構築に向けた助言等を行う地域アドバイザーを第二

次地域福祉圏の全てに当たる21圏域に配置したことから、ケアラーを支援

するための条例制定に向けた検討・協議など、市町村の希望に応じた派遣

はもとより、プッシュ型による支援も行っていくことで、交流拠点の整備

促進やそれぞれの地域におけるケアラーの実態や課題を把握・検討し、多

様な関係機関のネットワークを形成するなど、市町村における地域づくり

を支援していきます。 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域アドバイザー派遣  

支援メニューの一例 
 

 地域におけるケアラーに関する実態把握方法の検討・協議 
 

 シンポジウムや講演での講師・ファシリテーターの受任 
 

 条例や計画・ガイドライン等の固有のルール策定に関する検討・協議 
 

 介護者サロンやカフェなど、交流拠点の設置に向けた助言支援 

143.99 
 

地域の実情に応じた助言等の働きかけを行うことにより、市町村が目指

すケアラー支援の地域づくりを推進。 

 道 市町村 

ケアラー支援の 

知 識 と 技 術 を 

有 す る 助 言 者 
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【取組例】道内市町村における条例制定の動き               
 条例を制定した市町村一覧［令和８年(2026年)４月１日現在］  
令和３年(2021年)の栗山町を皮切りに、これまで道内では７市町でケア

ラーを支援するための条例が施行されています。   

    
 地域アドバイザーを活用した条例制定：八雲町  
渡島総合振興局管内の八雲町は、平成17年(2005年)10月1日に旧山越郡

八雲町と旧爾志郡熊石町の合併によって誕生し、日本で唯一太平洋と日本

海に面するまちですが、道内平均よりも核家族化や高齢化が進展し、ケア

ラーを町全体で支えていく必要があるとの課題意識がありました。  
令和４年(2022年)に、町議会文教厚生常任委員会（北渡島檜山の４町議

会連携開催）が勉強会を開いたことを契機として、条例制定に向けた機運

が徐々に高まっていきました。  
令和５年(2023年)の「北海道ケアラー支援推進計画」策定を受け、町で

は既存の体制を活用する形で庁内の相談支援体制を整備し、地域ケア会議

と (自立支援) 協議会を活用した分野横断的な連携・協議体制を構築する

ほか、令和６年(2024年)11月には、道の「ケアラー支援推進月間」と連動

した「ケアラー支援講演会」が開催されるなど、町を挙げてケアラー支援

を推進してきました。  
道南初の条例となる「八雲町ケアラー支援の推進に関する条例」は、町

議会と地域アドバイザーが意見交換を行うなど、丁寧な検討が進められて

成文に至り、目的として「ケアラーが自分らしく、健康で文化的な生活を

営むことができる社会の実現に寄与する」ことを掲げるほか、町の責務は

｢ケアラーの早期発見に努め､当事者の意向を尊重し､町民や事業者､関係

機関と相互に連携を図る」というもので、全13条で構成されています。  

市 町 村 名 名 称 施 行 日 

空知 栗山町 栗山町ケアラー支援条例 令和３年(2021年)４月１日 

日高 浦河町 浦河町ケアラー基本条例 令和３年(2021年)12月14日 

胆振 むかわ町 むかわ町ケアラー支援条例 令和６年(2024年)４月１日 

空知 秩父別町 秩父別町ケアラー基本条例 令和６年(2024年)４月１日 

石狩 恵庭市 恵庭市ケアラー支援条例 令和６年(2024年)４月１日 

胆振 苫小牧市 苫小牧市ヤングケアラー支援条例 令和６年(2024年)４月１日 

渡島 八雲町 八雲町ケアラー支援の推進に関する条例 令和８年(2026年)４月１日 
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(3) ワーキングケアラーへの支援の促進                  
 現状と課題  
少子高齢化の進展に伴い、生産年齢人口は減少する一方、働きながら家

族等の介護や援助を担うワーキングケアラーが増加し、国が公表している

推計によれば、令和12年(2030年)には全国のケアラーの約４割に当たる

318万人となり、仕事と介護の両立困難による経済損失は９兆円を超える

（道では約２千億円）とされるなど、事業者の活動にも多大な影響を及ぼ

すことが見込まれます。  
道が行った事業者に対する調査でも、ワーキングケアラーの増加に伴う

業績や人事等への影響を懸念する声が４割を超える結果となりました。  
しかしながら、経営上の優先順位が高いとはいえず、自社の従業員の介

護状況を職務申告書等により把握しているとした事業者は３割に満たな

いなど、両立を支援するための対象者を掴めていない事業者が一定数存在

することが明らかとなっています。    
 基本的な考え方  

介護はいつ始まり、いつまで続くか事前には分からないことから、経済

的基盤を確保するためにも、できる限り就業を継続しながら介護に対応し

ていくというスタンスが大切です。  
両立支援の取組は、ケアラー本人がキャリアを続けることが可能となる

のみならず､事業者にとっても人材確保や企業価値の向上などのメリット

があることから、事業者側の理解を深め、ワーキングケアラーを含む誰も

が働きやすい環境づくりを促進することが必要です。  
従業員の意向を踏まえつつ働き方や休み方の相談に対応し、介護の相談

は地域包括支援センターやケアマネジャー等の関係機関につなぐといっ

た、事業者の役割や対応すべきことを明確化するほか、各市町村が事業者

や関係機関等とのネットワークを構築できるよう支援していきます。    
 具体的取組  
こうした現状と課題を踏まえ、道では、次の①から④に取り組むことで、

ワーキングケアラーへの支援を促進していきます。  
取組①：仕事と介護の両立に関するセミナーの開催  
取組②：職域と地域をつなぐネットワーク等の構築支援  
取組③：「仕事と家庭の両立支援ハンドブック」の発行  
取組④：「働き方改革推進企業認定制度」の実施  
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取組①：仕事と介護の両立に関するセミナーの開催 
 

ケアラーは、とりわけ働き盛りの世代であることも多く、管理職として

活躍する方や職責の重い業務に従事する方も少なくないほか、介護は突発

的に発生することも多く、その期間も見通せないなど、仕事と介護の両立

が困難となることが考えられます。 
 

事業者が仕事と介護を両立できる環境を整備することで、従業員はキャ

リアを続けることが可能となるだけでなく、事業継続におけるリスクマネ

ジメントとしても有効であることから、人事・労務担当者等のみならず、

経営層が主体となった両立支援の取組や介護休業制度等への理解促進が

欠かせません。 
 

ワーキングケアラーに向けて一人で抱え込むことのないよう、介護に当

たっての知識や心構えなど、事前に準備することの重要性を広く周知する

セミナーを開催していくことが有効です。 
 

また、事業者が自社の従業員がケアラーかどうかの実態を把握すること

は、仕事と介護の両立支援を進める上で出発点となるという認識のもと、

事業者による実態把握の取組を推進するほか、人事・労務担当者に向けて

は、自社内で研修を開催するためのツールを紹介していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 厚生労働省「仕事と介護の両立支援 ～両立に向けての具体的ツール～」参照 

 

 

職場に家族等の介護を行っていることを伝え、必要に応じて、勤務先の

「仕事と介護の両立支援制度※」を利用する。 
 

介護保険サービスを利用し、自分で介護をしすぎない。 
 
 
 

ケアマネジャーを信頼し、何でも相談する。 
 
 
 

日頃から家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係を築く。 
 
 
 

介護を深刻に捉え過ぎずに、自分の時間を確保する。 

仕事と介護の両立のための５つのポイント 

※ 介護休業、介護休暇、介護短時間勤務等の制度、所定外労働の免除、時間外労働の制限、

深夜業の制限など 

１ 

２ 

４ 

３ 

５ 
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取組②：職域と地域をつなぐネットワーク等の構築支援 
 

令和７年(2025年)に改正育児・介護休業法が施行され、｢仕事との両立｣

という点では同列に理解されがちですが、育児のニーズは共通であること

が多く、「男性の育休取得100％」などによるトップダウンの対応が可能で

ある一方、介護のニーズは個別的であるため、従業員との対話を通じたニ

ーズの掘り起こしや対応を行うなど、ボトムアップの対応が不可欠です。  
ワーキングケアラー支援においては、事業者による日常的な人事・労務

管理や介護休業・介護休暇などの制度整備、その他福利厚生による支援と

並行して、地域包括支援センター等による相談対応や居宅介護支援事業所

におけるケアプランの作成、介護保険等のサービスの提供を行っていく必

要があることから、地域包括支援センターやケアマネジャーが育児・介護

休業法や事業者における両立支援の取組状況のほか、事業者への支援制度

などを把握し、職域と地域が連携を図りつつ、ワーキングケアラーの支援

ニーズに対応していくことが重要です。  
令和８年度(2026年度)厚生労働省予算案では、地域支援事業の任意事業

である「家族介護支援事業」の再編・充実により、市町村が実施主体とな

る事業者や関係機関、ケアラー同士を含む地域全体でのネットワーク構築

等に係るメニューが創設されました。  
道では、地域包括支援センターの職員やケアマネジャー、生活支援コー

ディネーターなどに対し、関係法令や職域での支援制度などに関する研修

を実施するとともに、各市町村において、医療・介護専門職、事業者、ハ

ローワークも含めた地域の多様な主体とのネットワークづくりが図られ

るよう、地域アドバイザーを派遣するなど、支援を行っていきます。     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

関 係 者 主 な 役 割 

ケアラー本人 
✓ 適度に休みつつ、仕事と介護の両立を図る。  
✓ ケアマネジャーなど専門職との信頼関係を構築する。 

事 業 者 
✓ 社内の制度（介護休業、介護休暇等）を整備する。  
✓ 従業員のニーズを踏まえて、柔軟に対応策を検討する。 

医療・介護専門職 
✓ 定期的な訪問などで、家庭の状況やケアラーの変化に

アンテナを立てつつ、必要なときに相談に乗る。 

市 町 村 
(地域包括支援センター) 

✓ 予算確保や条例制定のほか、窓口の周知やケアラーズ
カフェの開催など、相談しやすい体制を整備する。 

※ 令和７年度(2025年度)ケアラー支援推進シンポジウム基調講演（株式会社ニッセイ基礎研究所

上席研究員 三原 岳 氏）資料より道が一部改変 
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【取組例】ワークサポートケアマネジャーの活用              
 株式会社構研エンジニアリング  
株式会社構研エンジニアリングは、昭和48年(1973年)に創業し、「北の

大地から、安全安心で豊かな社会づくりに貢献する」ことをモットーに、

総合建設コンサルタント業として、道路・橋梁・防災・河川・環境・地質

調査等を展開する道内事業者です。 
 

同社では、介護離職者が発生したことや、介護に直面した従業員がいた

ことを契機として両立支援に関心を寄せていた中で、ワークサポートケア

マネジャーの特集記事を見たことで、制度導入の検討を開始しました。 
 

ワークサポートケアマネジャーとは、一般社団法人日本介護支援専門員

協会が行う指定研修を受講した後に、同協会が資格認定した「介護と仕事

の両立支援」を担う介護保険のプロフェッショナルです。 
 

従業員が介護をしながらでも意欲的

に働けることを目指して個別相談に対

応するほか、事業者のニーズに応じて

両立支援セミナーの開催や介護離職を

予防するための助言やサポートなどを

行っています。  
同社では、令和６年(2024年)に社内

に相談窓口を設置するとともに、ワー

クサポートケアマネジャーと契約を締結したほか、現在又は過去に介護を

担う従業員同士の情報交換会の開催や、社内アンケートを実施することで

介護状況の把握に努めるなど、積極的に両立支援に取り組んでいます。  
ワークサポートケアマネジャーは、介護認定や行政手続きの支援、サー

ビス調整、施設・医療機関の情報提供を行うなどしており、相談しやすい

専門家が身近にいることの安心感があって好評です。 
 

介護と労務関連法令両面の知識を持った専門職であるワークサポート

ケアマネジャーの認知度は高くないことから、道では、導入事業者の取組

例を紹介するなどして、周知に努めていきます。 

 

 

 

 

 

社内における相談窓口の設置  
ワークサポートケアマネジャーによる個別相談対応や研修会の実施  
従業員同士の情報交換会の開催  
社内アンケートによる介護状況の把握 



 

 

 令和８年(2026 年)２月 19 日時点  

- 62 - 

 

 

 

 

 
 
 

取組③：「仕事と家庭の両立支援ハンドブック」の発行 
 

改正育児・介護休業法では、誰もが仕事と育児や介護を両立できるよう

に、介護離職を防止するための雇用環境の整備、柔軟な働き方を実現する

ための措置の個別周知や意向確認などが義務化されました。  
道では、「仕事と家庭の両立支援ハンドブック」を作成し、介護休業制

度や休業中の各種支援制度など、仕事と介護の両立支援に関する法制度や

介護休業給付に関する相談窓口のほか、今後の取組の参考となる事業者の

取組事例なども紹介していきます。   

８ 介護（休業制度の概要、休業中の各種支援制度） 

 ✓ 介護休業の対象となる労働者（法第２条、第11条第１項・２項、第12条第２項) 

✓ 介護休業の期間（法第11条、第15条第１項・２項）  

✓ 介護休業の申出（法第11条） 

✓ 介護休業の申出期限（法第12条第３項） 

✓ 介護休業期間の変更の申出（法第13条） 

✓ 介護休業期間の終了・申出の撤回等（法第14条第１項～第３項、第15条第３項、第４項） 

✓ 不利益取扱いの禁止（法第16条） 

✓ 介護休業・介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備及び介護に直面した旨の申出が 

あった場合における措置（法第21条第４項、第22条第２項及び第４項） 

✓ 介護に直面する前の早期の情報提供（法第21条第５項） 

✓ 介護休業に関するハラスメントの防止措置（法第25条） 

９ 仕事と介護の両立（制度の概要） 

 ✓ 介護休暇（法第16条の５、６） 

✓ 所定外労働の制限（法第16条の９第１項） 

✓ 所定労働時間の短縮措置等（法第23条第３項） 

✓ 時間外労働の制限（法第18条） 

✓ 深夜業の制限（法第20条） 

✓ 不利益取扱いの禁止（法第16条の７､第16条の10､第18条の２､第20条の２､第23条の２） 

✓ 家族を介護する労働者に対する措置（法第24条第２項） 

✓ 介護休暇等に関するハラスメントの防止措置（法第25条） 

10  育児・介護を担う労働者の支援 

 ✓ 育児・介護のためのテレワーク等の導入（法第24条第２項、第４項） 

✓ 労働者の配置に関する配慮（法第26条） 

✓ 再雇用特別措置等（法第27条） 

※「仕事と家庭の両立支援ハンドブック」［令和７年(2025 年)10 月発行］より項目を抜粋 
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取組④：「働き方改革推進企業認定制度」の実施 
 

今後とも生産年齢人口の減少が見込まれる本道では、事業者が求める人

材・人員を確保することが難しくなっており、持続的発展のためには働く

意欲や能力のある人がいきいきと働ける職場環境づくりが欠かせません。  
道では、「多様な人材の活躍」、「就業環境の改善」、「生産性の向上」に

積極的に取り組む事業者を「北海道働き方改革推進企業」として認定し、

その取組を広く紹介することで、道内事業者による仕事と家庭の両立につ

ながる働き方改革の取組を促進します。  
仕事と家庭の両立を積極的に推進するため、育児休業や介護休業など、

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める各休業制度

等と同程度以上の規定を有する事業者などを認定します。   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ホワイト認定  ブロンズ認定  シルバー認定  ゴールド認定 

 

  

多様な 
人材の 
活躍 

就業 
環境の 
改善 

生産性
の向上 

 女性の職業生活における活躍推進の取組  
 高年齢者や障がい者の就業促進の取組  
 若者の職場定着率向上の取組 等 

 労働時間短縮や有給休暇取得促進の取組  
 非正規雇用から正規雇用への転換の取組  
 勤務地限定等の多様な正社員制度の導入  
 テレワーク等の多様な働き方の導入  
 仕事と育児、介護等の両立支援の取組 等 

 付加価値向上、新たなマーケット開拓の取組  
 労働生産性向上のための技術導入  
 効率性向上のための人材育成の取組 等 

北海道働き方改革推進企業認定制度の概要 

★社会的に評価さ

れる仕組みをつく

ることによって、企

業の自主的な働き

方改革の取組を促

進し、もって道内企

業の持続的発展や

労働者の福祉の増

進に資することを

目的とする。 

※ 令和７年度(2025年度)ケアラー支援推進シンポジウムにパネリストとして登壇いただいた「社会福祉法人

黒松内つくし園」は、同年度に新設されたＳＰゴールド表彰（最上位区分であるゴールド認定を受けている

事業者のうち、特に優れた取組を実施している事業者の表彰）を社会福祉法人で唯一受賞しています。 

 


